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体
を
動
か
す
機
会
の
少
な
い
冬
期
間
に
、
健

康
づ
く
り
に
取
り
組
む
大
豆
渡
区
（
星
光
一
区

長
）
で
は
、
週
に
１
回
の
ペ
ー
ス
で
区
民
が
集

ま
り
、「
さ
す
け
ね
え
体
操
」
で
体
を
ほ
ぐ
し

て
い
ま
す
。

　

２
月
19
日
、「
健
康
講
座
」
と
題
し
て
開
催

さ
れ
た
こ
の
日
は
、
認
知
症
を
予
防
す
る
た
め

の
講
座
や
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対

策
、
食
生
活
を
改
善
す
る
た
め
の
調
理
方
法
な

ど
も
学
び
ま
し
た
。

　

参
加
者
は
、
町
の
保
健
師
が
説
明
す
る
認
知

症
の
予
防
方
法
に
熱
心
に
耳
を
傾
け
る
と
と
も

に
、
食
生
活
改
善
推
進
員
が
調
理
し
た
減
塩
味

噌
汁
を
実
食
し
な
が
ら
、
健
康
維
持
へ
の
関
心

を
深
め
て
い
ま
し
た
。

冬期間だからこそ健康維持
大豆渡区で健康講座

小学校児童へマスクを寄贈＝㈲薫栄
新型コロナウイルスの感染を防ぐために

　

世
界
的
規
模
で
感
染
が
拡
大
し
て
い
る
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は
、
日
本
国
内
で
も
感
染
が

確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
影
響
か
ら
、感
染
症
予
防
の
必
需
品「
マ

ス
ク
」
の
品
薄
状
態
が
続
く
中
で
、㈲
薫
栄
（
千

葉
薫
代
表
取
締
役
）
か
ら
、
町
に
マ
ス
ク
が
贈

ら
れ
ま
し
た
。

　

２
月
28
日
、
マ
ス
ク
を
手
に
教
育
長
室
を
訪

れ
た
、
同
社
の
安
藤
常
務
と
猪
巻
さ
ん
。「
子

ど
も
た
ち
へ
の
感
染
を
防
ぐ
た
め
の
マ
ス
ク
で

す
。
ぜ
ひ
役
立
て
て
く
だ
さ
い
」
と
あ
い
さ
つ

さ
れ
、星
教
育
長
に
マ
ス
ク
を
手
渡
し
ま
し
た
。

　

い
た
だ
い
た
マ
ス
ク
は
、
町
内
各
小
学
校
に

配
布
さ
れ
ま
す
。

感謝状を手にする星さん㊧と金子隆司南会津地方振興局長㊨

星和憲さんに知事感謝状
自然公園の保護などに尽力

　

自
然
環
境
を
保
全
す
る
た
め
、
そ
の
状
況
把

握
と
必
要
な
指
導
な
ど
を
担
う
、
福
島
県
自
然

保
護
指
導
員
。

　

10
年
以
上
の
長
き
に
わ
た
り
指
導
員
を
務
め

ら
れ
た
星
和
憲
さ
ん
（
熨
斗
戸
）
に
、
永
年
勤

続
知
事
感
謝
状
が
贈
ら
れ
、
３
月
12
日
に
南
会

津
地
方
振
興
局
で
伝
達
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

平
成
20
年
４
月
に
福
島
県
自
然
保
護
指
導
員

に
委
嘱
さ
れ
た
星
さ
ん
。
尾
瀬
国
立
公
園
（
田

代
山
・
帝
釈
山
地
域
）
を
中
心
に
、
自
然
環
境

の
情
報
収
集
、
自
然
保
護
の
普
及
啓
発
活
動
、

登
山
マ
ナ
ー
の
指
導
な
ど
に
尽
力
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

こ
の
た
び
、
そ
の
ご
功
績
が
認
め
ら
れ
て
の

贈
呈
と
な
り
ま
し
た
。

皆さんで減塩味噌汁を実食

４月の納税こよみ

国民年金　３月分

納期限は４月３０日（木）です

納税に関するお問い合わせ先は
税務課（町県民税等）　　　℡ 0241-62-6110

健康福祉課（介護保険料）　℡ 0241-62-6170

住民生活課　　　　　　　℡ 0241-62-6120
　　（後期高齢者医療保険料・国民年金）

舘岩総合支所　町民課　　　℡ 0241-78-3345

伊南総合支所　町民課　　　℡ 0241-76-7712

南郷総合支所　町民課　　　℡ 0241-72-2224

星教育長にマスクを手渡す安藤伸幸常務㊥と猪巻正宣さん㊨

福島県相談業務のお知らせ
区 分 県政相談（面談・電話） 交通事故相談（面談・巡回）

内 容
　県政に関する相談や要望、または県民生活に関する相
談をお受けします。
　相談は無料で秘密は厳守します。

　交通事故による損害賠償請求や示談の仕方などの相談
をお受けします。
　相談は無料で秘密は厳守します。

相談場所
県庁「県政相談コーナー」　　　　
各合同庁舎内「県政相談コーナー」

県庁「県政相談コーナー」

相談日時
月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く。）
①午前９時～正午　②午後１時～午後４時

月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く。）
①午前９時～正午　②午後１時～午後４時

そ の 他

【南会津地方の面談】
開　催　日　毎週水曜日（予約制）
相 談 場 所　南会津地方振興局「県政相談コーナー」
予約受付先　会津地方振興局「県政相談コーナー」
　　　　　　電話０１２０- ８９９- ７２４
※相談日の前日正午までに予約してください。
※予約がない場合は開催いたしません。

【 巡 回 相 談（ 予 約 制 ） 】
予約受付先　県庁「県政相談コーナー」
　　　　　　電話０２４- ５２１- ４２８１
・相談員が出向いて相談を受け付けます。
・相談を希望する方は次の日程を確認の上、必ず事前に
　予約をし、指定された時間にお越しください。
※相談日の前日正午までに予約してください。
※予約がない場合、巡回相談は実施いたしません。

令和２年度 交通事故巡回相談日程
会場

月
郡山

合同庁舎
白河

合同庁舎
会津若松
合同庁舎

いわき
合同庁舎

　４月 ２８日（火）２１日（火）１４日（火） 　７日（火）
　５月 ２０日（水） ― １９日（火） １２日（火）
　６月 ２３日（火）１６日（火）　９日（火） 　２日（火）
　７月 ２８日（火） ― １４日（火） 　７日（火）
　８月 ２５日（火）１８日（火）１２日（水） 　４日（火）
　９月 ２９日（火） ― 　８日（火） 　１日（火）
１０月 ２７日（火）２０日（水）１３日（火） 　６日（火）
１１月 ２５日（水） ― １７日（火） １０日（火）
１２月 ２２日（火）１５日（火）　８日（火） 　１日（火）
　１月 ２６日（火） ― １３日（水） 　６日（水）
　２月 １７日（水）１６日（火）　９日（火） 　２日（火）
　３月 ２３日（火） ― 　９日（火） 　２日（火）
※日程を変更する場合がありますので、事前にご確認ください。

【 電 話 相 談 】
県　庁　「県政相談コーナー」
　　　　　電話０１２０- ８９９- ７２１
　　　　　電話０２４- ５２１- ７０１７
　　　　　E-mail kenseisoudan@pref.fukushima.lg.jp
郡　山　県中地方振興局「県政相談コーナー」
　　　　　電話０１２０- ８９９- ７２２
白　河　県南地方振興局「県政相談コーナー」
　　　　　電話０１２０- ８９９- ７２３
会津若松　会津地方振興局「県政相談コーナー」
　　　　　電話０１２０- ８９９- ７２４
南会津　会津地方振興局または県庁で受け付けます。
南相馬　相双地方振興局「県政相談コーナー」
　　　　　電話０１２０- ８９９- ７２６
いわき　いわき地方振興局「県政相談コーナー」
　　　　　電話０１２０- ８９９- ７２７

問 合 せ 福島県 県民広聴室　電話０２４- ５２１- ７０１３

【
問
合
せ
】
福
島
県
土
地
家
屋
調
査
士
会　

電
話
０
２
４（
５
３
４
）７
８
２
９

【
問
合
せ
】
福
島
地
方
法
務
局　

電
話
０
２
４（
５
３
４
）２
０
４
５

最
終
回
「
親
か
ら
土
地
を
相
続
し
た
が
、
お
隣
と
の
境
界
が

　
　
　
　

分
か
ら
な
い
場
合
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
で
す
か
？
」

最
寄
り
の
法
務
局
、
市
町
村
に

備
え
付
け
て
あ
る
公
図（
地
図
）

を
取
得
し
て
、
土
地
の
形
状
や
境
界

線
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　

も
し
、
以
前
に
測
量
（
分
筆
登
記

な
ど
。）
し
た
経
緯
が
あ
る
な
ら
、

法
務
局
に
地
積
測
量
図
が
備
え
付
け

て
あ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ

れ
を
取
得
し
て
境
界
線
や
境
界
杭
な

ど
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

そ
れ
で
も
分
か
ら
な
い
場
合
は
、

最
寄
り
の
土
地
家
屋
調
査
士
に
相
談

の
上
、「
境
界
の
復
元
測
量
」
を
依

頼
し
て
く
だ
さ
い
。

　

万
一
、
隣
接
者
と
境
界
不
明
で
ト

ラ
ブ
ル
に
な
っ
た
場
合
（
な
っ
て
い

る
場
合
）
は
、
福
島
県
土
地
家
屋
調

査
士
会
に
併
設
さ
れ
て
い
る
「
境
界

紛
争
解
決
支
援
セ
ン
タ
ー
ふ
く
し

ま
」
や
、
法
務
局
の
「
筆
界
特
定
制

度
」
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

答
　

相
続
し
た
不
動
産
の
相
続
登
記
を
放
置
し
た
こ
と
で
、
登
記
上
の
所
有
者
と

実
際
の
所
有
者
が
異
な
る
ケ
ー
ス
が
多
く
あ
り
、
所
有
者
不
明
の
土
地
や
建
物

の
問
題
が
社
会
的
関
心
を
集
め
て
い
ま
す
。

　

こ
の
コ
ラ
ム
で
は
、
相
続
登
記
の
必
要
性
や
重
要
性
を
、
わ
か
り
や
す
く
お

伝
え
し
ま
す
。

連
載
コ
ラ
ム
「
相
続
登
記
」
パ
ー
ト
２

役場からのお知らせ
town office information


